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【全体フロー】

①総括原価の分解：総括原価を性質ごとに、需要家費、固定費、変動費に分解する。
②総括原価の配分：需要家費、固定費、変動費を準備料金（固定的な料金）、水量料

金（変動的な料金）に配分する。
③総括原価の配賦：準備料金を基本料金に、水量料金を従量料金に配賦する。
※急激な変動を緩和するため、適当な緩和措置を講ずることができる。

①総括原価の分解 ②総括原価の配分 ③総括原価の配賦

総括原価 固定費

需要家費

変動費

準備料金

水量料金

①総括原価

の分解

②総括原価

の配分

基本料金

従量料金

③総括原価

の配賦

（控除前）
（控除収益の控除）

出典元：水道料金算定要領（公益社団法人 日本水道協会）

１．前回の振り返り 【料金体系の設定】



【総括原価の配分の結果】

需要家費
10,123千円

変動費
345,174千円

準備料金
648,236千円
（59%）

水量料金
458,306千円
（41%）

777,952千円
（85％）

137,810千円
（15％）

総括原価

1,271,059千円
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固定費
638,113千円

915,762千円 △164,517千円

固定費
113,132千円

固定費 控除収益

△139,839千円
（85％）

△24,678千円
（15％）

【総括原価】
（控除後）

1,106,542千円

（控除前）

１．前回の振り返り 【総括原価の配分の結果】



準備料金
648,236千円
（59%）

水量料金
458,306千円
（41%）

1,106,542千円

【総括原価の配分結果】

基本料金
648,236千円
（59%）

従量料金
458,306千円
（41%）

1,106,542千円

配賦

【基本的な配分】

基本料金
261,435千円
（34%）

従量料金
513,240千円
（66%）

774,675千円

【現行料金収入の配分状況】
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総括原価を配分した結果、基本的な考え方に基づく配分割合と比較して、
現行料金では基本料金による収入割合が低い状況です。

１．前回の振り返り 【総括原価の配分割合の現状】



【総括原価の配賦の基本的考え方】

総括原価の配分結果により、準備料金を基本料金に、水量料金を従量料金に
配賦するが、急激な変動を緩和することも念頭に置き、次のケース①～④を検
討しています。（料金平均改定率 43％ 相当）

改定案①：基本料金も従量料金もほぼ同じ改定率とする場合
（基本料金改定率 42.90％、従量料金改定率 43.10％）

改定案②：基本料金の改定率を抑え、従量料金の改定率を高くした場合
（基本料金改定率 22.08％、従量料金改定率 53.44％）

改定案③：基本料金の改定率を高くし、従量料金の改定率を抑える場合
（基本料金改定率 63.70％、従量料金改定率 32.44％）

改定案④：基本料金のみ改定し、従量料金は改定しない場合
（基本料金改定率 125.91％、従量料金改定率 0％）

※端数処理の関係で改定率が変動しています。
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１．前回の振り返り 【総括原価の配賦の基本的考え方】



基本料金
648,236千円

(59%)

従量料金
458,306千円

(41%)

1,106,542千円

【基本的配賦】

774,675千円

【現行】

不足額
331,867千円

基本料金
261,435千円

(34%)

従量料金
513,240千円

(66%)

基本料金
373,479千円

(34%)

従量料金
732,582千円

(66%)

1,106,061千円
平均改定率
42.87％

【改定案①】

基本料金
319,154千円

(29%)

従量料金
786,930千円

(71%)

【改定案②】

基本料金
427,803千円

(39%)

従量料金
678,588千円

(61%)

【改定案③】

基本料金
590,775千円

(54%)

従量料金
513,240千円

(46%)

【改定案④】
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1,106,084千円
平均改定率
42.87％

1,106,391千円
平均改定率
42.87％

1,104,015千円
平均改定率
42.59％

※端数処理の関係で平均改定率が変動しています。

１．前回の振り返り 【改定案ごとの総括原価の配賦】



8

※計算方法（例）

改定案① 基本料金 770円（現行）×1.4290＝1,100円
従量料金 103円（現行）×1.4310＝ 147円

117円（現行）×1.4310＝ 167円
131円（現行）×1.4310＝ 187円
145円（現行）×1.4310＝ 207円

【水道料金の改定案（1ヶ月_税抜）】

１．前回の振り返り 【改定案ごとの水道料金】



【県内市町村の水道料金比較（2ヶ月_税込）】
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改定案①：基本料金と従量料金もほぼ同じ改定率とする場合
改定案②：基本料金の改定率を抑え、従量料金の改定率を高くした場合
改定案③：基本料金の改定率を高くし、従量料金の改定率を抑える場合
改定案④：基本料金のみ改定し、従量料金は改定しない場合

類似団体 里庄町

勝央町

１．前回の振り返り 【改定案ごとの水道料金比較】



改定案③を採用する。
・基本料金の改定率を高くし、従量料金の改定率を抑える。
・平均改定率 42.87％
・基本料金改定率 63.70％、従量料金改定率 32.44％

料金体系の設定
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１．前回の振り返り 【料金体系の設定】

・改定案④は、基本料金のみを大幅に引き上げる改定案であり、単身高齢者や使用水量
の少ない世帯の負担が大きくなり過ぎるため、適当ではない。

・改定案②は、基本料金が最も安い改定案だが、収入が使用水量に左右されやすく、固
定費を賄うための財源が不安定になるため、適当ではない。

・改定案①と③は大きな違いがないが、改定案①は、使用水量が多い方の負担が類似団
体の里庄町と比較して大きくなりすぎる懸念がある。一方、改定案③は、財政の安定
性が高く、使用水量の多寡にかかわらず負担のバランスが良いため、改定案①より改
定案③の方が適当である。

意見の総括
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１．前回の振り返り【水道料金の算定フロー】

【現況把握】
• 経営分析
• 料金比較

【財政計画の見直し】
• 水需要予測
• 財政シミュレーション

【料金体系の設定】
• 総括原価の分解
• 総括原価の準備料金及び水量
料金への配分

• 総括原価の配賦

【料金表の確定】
・ 料金表の確定
・ 料金改定の時期の検討【料金水準の算定】

• 総括原価の内訳整理
• 資産維持費の算定

第1回審議事項 第3回審議事項

第2回審議事項

第4回以降審議事項



２．料金表の確定
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【水道料金表の改定】



２．料金表の確定
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【現行と改定後の水道料金の比較】 （2ヶ月、税込）

【参考】厚生労働省（令和5年）調べでは、1日に使用する水量を1人当たりに換算すると約230リットル
となっています。
これを基に２ヶ月、4人世帯で算出すると約55ｍ3の使用水量となります。
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２．料金表の確定

【現行と改定後の料金比較（下水道使用料を含む）】（2ヶ月、税込）

※（ ）は現行料金
※下水道使用料は変更なし



3.料金改定時期の検討

【料金改定時期の検討】
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令和８年度第５期（９月中旬～１１月中旬使用分）からの料金改定を想定します。

※水道料金改定に向け、町議会へ条例改正の上程を行うとともに、町民等への周知に取り組んでい
きます。

◎周知方法

・広報紙・ホームページへ掲載、・SNS『LINE・X（旧Twitter）』へ掲載

・チラシの戸別配布、・検針お知らせ票への掲載


